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②車道は左側を通行
自転車は道路の左端に寄って通行
しなければなりません。
（罰則 :３カ月以下の懲役又は５
万円以下の罰金）

①自転車は、車道が原則、歩道は例外　　　
道路交通法上、自転車は軽車両と位置付けられ、歩道と車道の区別のあるところは車道通行が原則です。
（罰則 :３カ月以下の懲役又は５万円以下の罰金）

自転車の交通事故を防止しましょう

○傘差運転やヘッドホン・携帯電話を使用しながらの運転禁止。ノーブレーキピストン※自転車で公道は
走行できません（罰則 :５万円以下の罰金）。※ノーブレーキピストンとは、ブレーキが付いていない、もし
くは片輪しかブレーキが付いていない競技用自転車

[ 自転車での加害事故でも高額の賠償金を支払うことに ]
自転車でも、交通ルールを守らずに事故を起こしてしまった場合、高額の賠償金を支払わなくてはならな
いことがあります。この賠償責任は、未成年といえども免れることはできません。　　　　　　　　　

●自転車での加害事故例：女子高校生が夜間、携帯電話の操作をしながら無灯火で走行中、前方を歩行中
　の女性（57 歳）と衝突。被害者には重大な障害が残った。（横浜地方裁判所平成 17 年 11 月 25 日判決）
　　賠償額　約 5,000 万円　
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。
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れ
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は
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管
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で
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４
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の
振
り
込
め
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し
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８
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に
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が
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要
だ
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と
い
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が
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ー

ワ
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ド
で
す
。
子
や
孫
か
ら
お
金
の
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が
か
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、
一
度
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り
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を
し
ま
し
ょ
う
！

　
怪
し
い
と
思
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に
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問
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警
察
署 

　  

☎
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１
１
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③歩道は歩行者優先で、車道寄り
を徐行
歩道を走行する場合は、すぐに停止
できる速度で、歩行者の通行を妨げ
るときは一時停止。
（罰則 :２万円以下の罰金又は科料）

④安全ルールを守る
・飲酒運転は禁止　
・二人乗りは禁止

６歳未満の子どもを乗せるな
どの場合を除く

・並進は禁止
『並進可』標識のある場合以外
・夜間はライトを点灯
・信号を守る
・交差点での一時停止と安全確
　認
（それぞれに罰則あり）

※歩道を自転車で通行できる場合
●歩道通行可の標識等がある場合
●自転車の運転者が 13 歳未満の子ども、70 歳以上の
　高齢者、体の不自由な人
●車道又は交通の状況からみてやむを得ない場合など

交通ルール・マナーを守り安全な運転を心がけ
交通事故を防止しましょう。

自転車に乗るみなさんへ　自転車は、「車両」です。
問　山武警察署　　　　☎（82）0110　
　　市民課市民生活係　☎（80）1271
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測定年月日：平成26年２月３日　　天候：晴れ／曇り
測定年月日：平成26年２月４日　　天候：曇り
測定年月日：平成26年２月５日　　天候：晴れ

　市では、東日本大震災による東京電力福島第一原
子力発電所の事故に伴う測定をしました。
　測定結果は、市ホームページ・市役所・各出張所
で公表しています。
　なお、ホームページ等の閲覧ができない方は環
境保全課までお問い合わせください。

測定機器名：
日立アロカメディカル社製 シンチレーション式サーベイメータ TCS-172B

（単位：マイクロシーベルト/時）

施　　設　　名 測定高
1.0m

測定高
50cm

成東地域（小中学校・こども園等・13ヵ所） 0.05～0.09 0.05～0.09

山武地域（小中学校・保育園等・11ヵ所） 0.05～0.08 0.05～0.09

蓮沼地域（小中学校・保育園等・3ヵ所） 0.06 0.06～0.07

松尾地域（小中学校・こども園等・6ヵ所） 0.05～0.09 0.04～0.10

さんぶの森公園 0.07 0.06

成東総合運動公園 0.05 0.06

蓮沼海浜公園 0.06 0.06

問　環境保全課　☎（80）１１６３

測定結果は、環境省が汚染状況重点調査地域の指定や除染実施計画を
策定する地域の要件としている毎時0.23マイクロシーベルトを下回っ
ています。
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②車道は左側を通行
自転車は道路の左端に寄って通行
しなければなりません。
（罰則 :３カ月以下の懲役又は５
万円以下の罰金）

①自転車は、車道が原則、歩道は例外　　　
道路交通法上、自転車は軽車両と位置付けられ、歩道と車道の区別のあるところは車道通行が原則です。
（罰則 :３カ月以下の懲役又は５万円以下の罰金）

自転車の交通事故を防止しましょう

○傘差運転やヘッドホン・携帯電話を使用しながらの運転禁止。ノーブレーキピストン※自転車で公道は
走行できません（罰則 :５万円以下の罰金）。※ノーブレーキピストンとは、ブレーキが付いていない、もし
くは片輪しかブレーキが付いていない競技用自転車

[ 自転車での加害事故でも高額の賠償金を支払うことに ]
自転車でも、交通ルールを守らずに事故を起こしてしまった場合、高額の賠償金を支払わなくてはならな
いことがあります。この賠償責任は、未成年といえども免れることはできません。　　　　　　　　　

●自転車での加害事故例：女子高校生が夜間、携帯電話の操作をしながら無灯火で走行中、前方を歩行中
　の女性（57 歳）と衝突。被害者には重大な障害が残った。（横浜地方裁判所平成 17 年 11 月 25 日判決）
　　賠償額　約 5,000 万円　
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被
害
が
発
生
し
、

被
害
総
額
は
２
４
８
０
万
円
に
上
っ
て

い
ま
す
。
今
年
に
入
っ
て
か
ら
も
「
振

り
込
め
詐
欺
と
思
わ

れ
る
電
話
が
か
か
っ

て
き
た
」
と
の
相
談

が
多
く
寄
せ
ら
れ
て

い
ま
す
。

　
最
近
の
手
口
は
『
病
院
か
ら
』
と
い

う
設
定
で
、

・
病
院
に
、
仕
事
で
必
要
な
現
金
が

入
っ
た
バ
ッ
グ
を
置
き
忘
れ
、
紛

失
。
明
日
ま
で
に
お
金
を
用
意
し
な

い
と
い
け
な
い
。

・
緊
急
な
手
術
を
し
な
い
と
い
け
な
い

と
言
わ
れ
、
明
日
ま
で
に
手
術
代
○

○
万
円
が
必
要
。

と
い
っ
た
内
容
で
す
。

　
い
ず
れ
の
場
合
も
『
明
日
ま
で
に
お

金
が
必
要
だ
！
』
と
い
う
言
葉
が
キ
ー

ワ
ー
ド
で
す
。
子
や
孫
か
ら
お
金
の
相

談
の
電
話
が
か
か
っ
て
き
た
ら
、
直
ち

に
行
動
を
起
こ
さ
ず
、
一
度
電
話
を
切

り
確
認
を
し
ま
し
ょ
う
！

　
怪
し
い
と
思
っ
た
時
は
、
警
察
に
ご

相
談
く
だ
さ
い
。

問
　
山
武
警
察
署 

　  

☎
(82)
０
１
１
０

③歩道は歩行者優先で、車道寄り
を徐行
歩道を走行する場合は、すぐに停止
できる速度で、歩行者の通行を妨げ
るときは一時停止。
（罰則 :２万円以下の罰金又は科料）

④安全ルールを守る
・飲酒運転は禁止　
・二人乗りは禁止

６歳未満の子どもを乗せるな
どの場合を除く

・並進は禁止
『並進可』標識のある場合以外
・夜間はライトを点灯
・信号を守る
・交差点での一時停止と安全確
　認
（それぞれに罰則あり）

※歩道を自転車で通行できる場合
●歩道通行可の標識等がある場合
●自転車の運転者が 13 歳未満の子ども、70 歳以上の
　高齢者、体の不自由な人
●車道又は交通の状況からみてやむを得ない場合など

交通ルール・マナーを守り安全な運転を心がけ
交通事故を防止しましょう。

自転車に乗るみなさんへ　自転車は、「車両」です。
問　山武警察署　　　　☎（82）0110　
　　市民課市民生活係　☎（80）1271
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測定年月日：平成26年２月３日　　天候：晴れ／曇り
測定年月日：平成26年２月４日　　天候：曇り
測定年月日：平成26年２月５日　　天候：晴れ

　市では、東日本大震災による東京電力福島第一原
子力発電所の事故に伴う測定をしました。
　測定結果は、市ホームページ・市役所・各出張所
で公表しています。
　なお、ホームページ等の閲覧ができない方は環
境保全課までお問い合わせください。

測定機器名：
日立アロカメディカル社製 シンチレーション式サーベイメータ TCS-172B

（単位：マイクロシーベルト/時）

施　　設　　名 測定高
1.0m

測定高
50cm

成東地域（小中学校・こども園等・13ヵ所） 0.05～0.09 0.05～0.09

山武地域（小中学校・保育園等・11ヵ所） 0.05～0.08 0.05～0.09

蓮沼地域（小中学校・保育園等・3ヵ所） 0.06 0.06～0.07

松尾地域（小中学校・こども園等・6ヵ所） 0.05～0.09 0.04～0.10

さんぶの森公園 0.07 0.06

成東総合運動公園 0.05 0.06

蓮沼海浜公園 0.06 0.06

問　環境保全課　☎（80）１１６３

測定結果は、環境省が汚染状況重点調査地域の指定や除染実施計画を
策定する地域の要件としている毎時0.23マイクロシーベルトを下回っ
ています。


